
(第 3種 郵 便 物 認 可 )

喫煙歴が短くヾ禁煙治療に健康保険が適用されない喫煙者を対象とした鳥取県の「禁煙治療

費助成事業」の活用がヽ2011年 8月―の制度由始以降(1分葎にとどまつている6県ぼ に通院して

禁煙したい人が|どれだけいるか分からず、12件が少な t‐ とヽは判断できない」としているが、医

療現場からはtlJ度の周知不足の指摘とともに、積極的な活用を呼び掛ける声が挙がらてぃる。
(本社 ,渡辺暁子 )
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め
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し
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